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１ 趣旨 

本業務は商品券を配布し、食料品等の物価高騰の影響を受けた市民生活の支援及び、地域経済の活性

化を目的としている。このため、豊富な情報やノウハウ等を有する者に商品券配布の管理・運営業務を

包括的に委託することで、円滑な業務実施並びに、各種事務処理の効率化を図る。 

本要領は、相馬市（以下「市」という。）が、令和７年度相馬市商品券配布業務を委託するにあた

り、総合的な審査により、最も適格と判断される受託業者を公募型プロポーザル（以下「本プロポーザ

ル」という。）により選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）業務名称    令和７年度相馬市商品券配布業務 

（２）業務内容    別紙「令和７年度相馬市商品券配布業務委託仕様書（以下「仕様書」とい

う。）」のとおり 

（３）履行期間    契約締結の日から令和８年３月３１日（火）まで 

           ※令和９年１月３１日（日）まで延長することを見込む。 

（４）提案上限額   ３６８，６８４，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

【内訳】    商品券代金分  ３４８，８１０，０００円（不課税・精算対象） 

           管理運営経費分 １９，８７４，０００円（消費税及び地方消費税分を含

む。） 

           ※管理運営経費の額は、予定価格ではなく、提案内容の規模を示すものであ

り、見積書がこの金額を超える場合は失格とし、提案内容の受付を行わない。 

           ※商品券代金分は固定とし、管理運営経費分との総額を計上すること。 

（５）選定方式    公募型プロポーザル方式を採用する。与えられた条件下において参加者の「提

案」を通して評価し、委託候補者を選定する。 

（６）事 務 局    〒976-8601 福島県相馬市中村字北町６３－３ 

           相馬市企画政策部企画政策課  

           Tel ： ０２４４－３７－２１３２ 

           Fax ： ０２４４－３５－４１９６ 

           Mail： k-kikaku@city.soma.lg.jp 

 

３ プロポーザル参加要件 

本プロポーザル参加者は、以下の要件を全て満たしている事業者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）入札参加資格制限期間中の者でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て及び民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てがなされてい

ないこと。 

（４）宗教活動及び政治活動を主たる目的とする者ではないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項に規定
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する暴力団及びその利益となる活動を行う者ではないこと。 

（６）市税等の滞納をしていないこと。 

（７）本業務に関して、類似業務の受託実績等の十分な実績や経験を有する者であること。 

 

４ スケジュール 

本プロポーザルの公募から契約までのスケジュールは、次のとおりとする。 

項目 日程・期日 備考 

公募型プロポーザル実施広告 令和８年２月５日（木） 市ホームページに掲載 

質問受付期限 令和８年２月１２日（木）１７時 持参または電子メールで提出 

質問事項への回答期限（予定） 令和８年２月１３日（金）１７時  

企画提案書の提出期限 令和８年２月１７日（火）１７時 
紙媒体については持参または郵送、あ

わせて電子メール（PDF 形式）でも提出 

書類審査１日目 令和８年２月１８日（水） 場合によってはヒアリングを実施 

書類審査２日目 令和８年２月１９日（木）  

選定結果の通知（予定） 令和８年２月２０日（金） 書面で通知 

契約締結及び事業開始（予定） 令和８年２月２４日（火）  

 

５ 質問の受付及び回答 

（１）質問等 

 本プロポーザルに関する質問がある場合は、簡易なものを除き、以下に基づき質問書（様式２）を提

出すること。 

ア 提出場所：相馬市企画政策部企画政策課 

              土曜日、日曜日、祝日を除く平日の９時から１７時まで 

イ 提出期限：令和８年２月１２日（木）１７時まで 

ウ 提出方法：持参または電子メールにより行うものとする。なお、電子メールによる質問の場合

は、質問等のやりとりを正確に行うため１事業者１つの定められたメールアドレス

より質問を行うこと。※送信後、確認のために必ず事務局に電話連絡すること。 

       Tel：0244-37-2132 

Mail：k-kikaku@city.soma.lg.jp  

（２）回答   令和８年２月１３日（金）１７時（予定） 

質問に対する回答は、電子メールで回答するとともに、その内容について、競争上

の地位やその他正当な利害を害するおそれのあるものを除き、市ホームページに掲

載する。 
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６ 企画提案書等の提出 

本要領・仕様書及び以下に基づき書類を作成し提出すること。 

（１）提出期限：令和８年２月１７日（火）１７時必着 

（２）提出部数：紙媒体については、正本１部、副本５部、及び電子媒体（PDF形式）を電子メ      

ールで提出すること。 

（３）提出場所：〒976-8601 福島県相馬市中村字北町６３－３ 

相馬市企画政策部企画政策課 

土曜日、日曜日、祝日を除く平日９時から１２時、１３時から１７時まで 

（４）提出方法：紙媒体については、持参又は郵送（書留郵便に限る。）とする。 

        封書には「提案書在中」と朱書きすること。 

電子媒体（PDF形式）については、電子メールで提出すること。 

  （５）提出書類：①企画提案申請書（様式1） 

②企画提案書(任意様式とするが次の内容を含めて作成すること。） 

 □仕様書 委託業務の内容 

・詳細な企画実施内容 

・事業実施の手順や手法 

□業務遂行体制 

 ・本業務を円滑かつ効果的に遂行できる体制を記載すること。 

          □全体スケジュール 

・具体的な作業期間やスケジュールを示した業務計画 

          □その他提案事項 

・予算の範囲内において実施できる効果的な業務がある場合は具体的な独自提

案を行うこと。 

          □見積書 

・必要な項目ごとに可能な限り細かく区別すること。 

・合計金額は税込み金額を明示すること。 

          □類似業務実績 

         ③提案事業者の概要が分かるもの（会社案内、収支決算等） 

  （６） そ の 他：①申請書を提出した者は、本要領及び仕様書等の記載内容に同意したものとみ

なす。 

         ②提案内容については、見積額以内で実施できることを確約したものとみなす。 

         ③責任の所在を明確にする観点から、共同提案は受け付けないものとする。 

         ④複数の企画提案書等の提出は認めないものとする。 

         ⑤本プロポーザルの応募に要する費用はすべて提案事業者の負担とする。 

         ⑥提出期限以降における書類の追加、変更及び再提出は認めない。ただし、市が書

類の差替、変更又は取消を認めたときはこの限りではない。また、内容について

は、疑義の照会や追加資料を求める場合がある。 

         ⑦提出された書類等は返却しない。また、内部資料として複製する場合がある。 
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         ⑧提出書類を提出した後に辞退する場合は、速やかに事務局まで連絡するととも

に、書面により届け出ること。 

７ 企画提案書等に対する審査 

（１）審査体制 

ア 市が設置する本業務に係る令和７年度相馬市商品券配布業務委託審査会（以下、「審査

会」という。）において書面審査を実施し、（２）に示す審査基準に基づき公平な採点を行

い、最上位の企画提案者を優先交渉事業者として選定する。（非公開） 

イ 評価点合計満点の６割を最低基準点と定め、最低基準点に満たない提案は、優先交渉事

業者選定の対象から除外する。 

※なお、提案事業者が１者の場合においても、審査を行った上で、評価点合計満点の６割以

上であれば、優先交渉事業者として選定する。 

ウ 審査にあたって疑義等が生じた場合は、令和８年２月１８日（水）１３時～１７時に、

電子メールにてヒアリングを実施するため、対応すること。 

（２）審査基準 

 

（３）審査結果等の公表 

審査結果等については、審査後、速やかに書面にて通知するとともに、優先交渉事業者の名称

No. 評価基準 配点

1 業務実施体制
・仕様書に定められた業務を、安定的かつ的確、迅速、誠実に実施することが

できる組織体制、管理体制となっているか。
10

2 業務工程
・業務内容に応じて、適切な業務の履行が見込まれたスケジュールが提案され

ているか。
10

3 業務実績
・事業者は、本業務を円滑に遂行するに足る類似業務の履行実績を有している

か。
5

4 作成業務

・仕様を満たす商品券の内容となっているか。

・商品券の利便性が高く、地域経済の活性化が見込まれる構成額となっている

か。

・商品券及び封筒のデザインは、親しみやすいデザインかつ地場店舗及び全店共

通商品券の区分がわかりやすいデザインとなっているか。

10

5 発送業務

・迅速かつ安全な送付が行える提案であるか

・配付率の向上に努めた提案となっているか。

・市民への配布率を高めるため、効果的な再配達の方法が示されているか。

10

6 店舗募集
・募集から登録完了までを一貫して行うとともに、地域経済団体等と連携する

など、多数の店舗参加を促す計画となっているか。
10

7 商品券の換金
・利用実績報告に基づき、正確かつ迅速に換金でき、取扱店舗の運営に支障が

ない換金頻度となっているか。
5

8 店舗へのサポート
・参加店への説明、マニュアル等の配布、不適切な行為への是正指導など、店

舗が参加しやすい充実したサポート体制となっているか。
10

9 利用者への対応 利用者へのサポート
・商品券の発送並びに不着時の対応など、確実に実施できる体制が築されてい

るか。
10

10 問合せ窓口体制 窓口体制
・利用者や取扱店舗からの問合せに迅速かつ丁寧に対応できる事務局体制

（コールセンター等）が提案されているか。
5

11
・個人情報や商品券の管理について、十分な情報漏えい対策が提案されている

か。
5

12
・業務遂行能力や業務内容の提案に対して、コストパフォーマンスが優れてい

るか。
10

100

審査項目

データ管理

提案見積額

合計

業務遂行能力

商品券の作成・発送

商品券取扱店舗

への対応
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等を市ホームページに掲載する。 

（４）業務の契約 

ア 選定された第１位候補者を当該優先交渉事業者とする。 

イ その者との契約が成立しない場合は、次点候補者と交渉を行う。 

ウ 優先交渉事業者と市は、企画提案の内容に基づき協議のうえ、仕様書の内容等を確定し契

約を締結する。 

 

（５）実施要領等の入手 

本プロポーザルの参加方法等を含む実施要領等は、市ホームページから入手すること。 

 

８ 失格の事由 

  次のいずれかに該当した提案事業者は失格となる。 

（１）提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合 

（２）必要な記載事項又は書類が欠如していた場合 

（３）企画提案書等に虚偽の内容を記載した場合 

（４）本要領及び仕様書等に示された条件に適合しない場合 

（５）その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為があった場合 

 

９ 著作権、特許権等及び提出書類等の取扱い 

提出された提案書等の著作権等は、それぞれ提案事業者に帰属する。 

なお、第三者の著作権等の使用の責は、提案事業者に全て帰属する。 

 

10 その他 

（１）市が必要と認める際は、追加書類の提出を求める場合がある。 

（２）企画提案書等については、委託候補者の選定のために使用するものとし公表はしないが、公

文書開示請求があった場合は、相馬市情報公開条例に基づき公開することがある。 

（３）書類等の作成において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標 

準時及び計量法に定める単位に限る。 

 


